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令和５年度第３０回東松島市農業委員会総会議事録 

 

日 時： 令和５年１１月２７日 (月) 午後１時３０分 

 

場 所： 東松島市役所鳴瀬庁舎 ３階 講義研修室 

 

招集者： 東松島市農業委員会 会長 佐 藤 栄 宏 

 

 

議 事： 開 会 

 

     挨 拶 

 

     日程第１ 議事録署名委員の指名について 

 

     日程第２ 会期の決定について 

 

     日程第３ 報告事項１ 賃貸借等の合意解約について 

 

     日程第４ 議案第１号 非農地証明願について 

 

     日程第５ 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について 

 

     日程第６ 議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

 

     日程第７ 議案第４号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について 

 

     閉 会 
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 出席委員（１４名） 

席次 委員氏名 席次 委員氏名 席次 委員氏名 

１番 ― ２番 鈴 木 仁 逸 ３番 佐 藤   祥 

４番 熊 谷   奨 ５番 阿 部 喜 生 ６番 秋 本 まゆみ 

７番 小 山 靜 子 ８番 大 山 道 保 ９番 浅 野 喜代志 

１０番 安 部 俊 郎 １１番 ― １２番 小 岩 敏 幸 

１３番 大 崎   康 １４番 川 村 勝 雄 １５番 安 倍 民 夫 

１６番 佐 藤 栄 宏  

 

 遅参委員 なし 

 

 欠席委員（２名） 

席次 委員氏名 席次 委員氏名 席次 委員氏名 

１番 門 馬 宏 之 １１番 本 田 幸 男   

 

 出席事務局職員 

  事務局長         石 森 久 浩 

  事務局長補佐兼農地係長  安 倍 浩 司 
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【 開 会 】 

○事務局長  ： ただいまより、第３０回東松島市農業委員会総会を開催いたします。 
         初めに、会長よりご挨拶を申し上げます。 
 
○佐藤栄宏会長： － 会長挨拶 － 
         － 会長の動向報告 － 
 
○事務局長  ： 議事の進行につきましては、東松島市農業委員会会議規則第５条第１項の規定に基づ

き、会長が議長となり進めていただきます。 
         それでは会長、よろしくお願いいたします。 
 
【 議 事 】 

○議長（佐藤栄宏会長）： それでは、議事に入ります。 

  本日は、１番門馬宏之委員、１１番本田幸男委員から欠席届が出されております。ただいまの出席委

員は１４名であります。定足数に達しておりますので、これより第３０回東松島市農業委員会総会を開

会いたします。 

  本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであり、議事日程に従い、議事を進めてまいります。 

 

  日程第１、議事録署名委員の指名を行います。議事録署名委員には東松島市農業委員会会議規則第２

８条第３項の規定に基づき、１４番川村勝雄委員、１５番安倍民夫委員のお二人を指名したいと思いま

すが、これにご異議ございませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、お二人を指名いたします。 

  日程第２、会期の決定について、お諮りいたします。本総会の会期は、本日１日限りといたしたいと

思いますが、ご異議ございませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、会期は本日１日限りといたします。 

  日程第３、報告事項１ 賃貸借等の合意解約について、事務局から説明願います。 

 

○事務局長： 議案の１ページをご覧ください。合意解約の通知がありましたので、ご報告いたします。 

  その１、浜市字蜆抓場１６９、１，３１６㎡ 外 計３筆で４，１６５㎡、解約届出日は令和５年１

０月２３日、貸借期間の変更のため賃貸借契約の解約でございます。 

  その２、赤井字七反谷地６８―１、１５５㎡ 外 計７筆で４，１９６㎡、解約届出日は令和５年１

０月２７日、耕作者高齢のため耕作困難での賃貸借の解約でございます。 

その３、赤井字南三２９０―１、７４３㎡ 外 計２筆で１，７５７㎡、解約届出日は令和５年１０

月２７日、耕作者高齢のため耕作困難での賃貸借の解約でございます。 

その４、赤井字南三３７４、１，００４㎡ 外 計１２筆で７，３０３㎡、解約届出日は令和５年１

０月２７日、耕作者高齢のため耕作困難での賃貸借の解約でございます。 

その５、赤井字南三３１１―１、１，０１４㎡ 外 計６筆で６，３６０㎡、解約届出日は令和５年

１０月２７日、耕作者高齢のため耕作困難での賃貸借の解約でございます。 
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その６、赤井字北田３８７―１、３，９５３㎡ 外 計１３筆で１１，６７３㎡、解約届出日は令和

５年１０月２７日、耕作者高齢のため耕作困難での賃貸借の解約でございます。 

その７、赤井字南三３８６―１、８４５㎡ 外 計１０筆で２２，４６８㎡、解約届出日は令和５年

１０月２７日、耕作者高齢のため耕作困難での賃貸借の解約でございます。 

その８、大塩字岩崎１０７、２，８６８㎡ 外 計５筆で５，３８８㎡、解約届出日は令和５年１１

月９日、耕作者の体調不良のため賃貸借の解約でございます。 

その９、大塩字岩崎１０６、１，９３１㎡、解約届出日は令和５年１１月９日、耕作者の体調不良の

ため賃貸借の解約でございます。 

その１０、矢本字三間堀１６９、１，０００㎡ 外 計４筆で３，９８５㎡、解約届出日は令和５年

１０月２５日、売買のため賃貸借の解約でございます。 

その１１、赤井字川前三３８９、３，５８３㎡ 外 計３筆で６，３４５㎡、解約届出日は令和５年

１０月２３日、売買のため賃貸借の解約でございます。 

その１２、大曲字櫓前１２５―１、４，６２５㎡、解約届出日は令和５年１０月２３日、売買のため

賃貸借の解約でございます。 

その１３、小松字稔田７０―１、７４８㎡ 外 計４筆で３，７２９㎡、解約届出日は令和５年１０

月２３日、売買のため賃貸借の解約でございます。 

その１４、大曲字櫓前１２４―５、２，４５７㎡、解約届出日は令和５年１０月２０日、売買のため

賃貸借の解約でございます。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： ただいまの報告について、ご質問ございませんか。  

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 日程第４、議案第1号 非農地証明願について、を上程いたします。その１を

事務局から説明願います 

 

○局長補佐：議案の４ページをご覧ください。 

  その１、矢本字上河戸４１―１、３１㎡、農地を転用した理由及び現在の状況について、願出地は、

平成１４年２月頃から、矢本字上河戸４１―２に共同住宅を建築した際の残地として、地区住民のため

の掲示板敷地として活用しております。今後も農地として復元することがないことから、非農地証明願

を提出するものです。位置図は５ページとなります。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員４番 熊谷奨委員の聞き取り調査報告をお願いいたします。  

 

○熊谷奨委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和５年１１月２２日。転用された日は、平成１４年２月頃で、現在の利用状況は、

地区住民のための掲示板敷地です。転用した理由は、父がアパートを平成１４年に建築した際の残地で、

現在掲示板敷地として活用されており、今後も農地としての利用はないとのことです。総合意見として

は適当です。 

  以上となります。 
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○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。その１を許可することに、ご異議ございま

せんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、その１を許可することに決定します。 

  次に、その２を事務局から説明願います。 

 

○局長補佐：議案の４ページをご覧ください。 

  その２、大曲字筒場１３５―６、３９２㎡、農地を転用した理由及び現在の状況について、願出地は、

昭和５０年１０月３１日に自宅を建築した際に、住宅敷地及び庭・駐車場として使用しております。今

後も農地として復元することがないことから、非農地証明願を提出するものです。位置図は６ページと

なります。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員１２番 小岩敏幸委員の聞き取り調査報告をお願いいたします。  

 

○小岩敏幸委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和５年１１月２２日。転用された日は、昭和５０年１０月３１日で、現在の利用状

況は、宅地です。住宅敷地及び駐車場です。転用した理由は、昭和５０年１０月３１日に自宅を建築し

た際に、住宅敷地及び庭・駐車場として使用しており、今後も農地としての利用はないとのことです。

総合意見としては適当です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。その２を許可することに、ご異議ございま

せんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、その２を許可することに決定します。 

次に、日程第５、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について、を上程いたします。そ

の１を事務局から説明願います 

 

○事務局長：議案の７ページをご覧ください。 
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   その１、宮戸字袖窪８―１、４８７㎡ 外 計２筆で８７２㎡、贈与による所有権移転となります。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員７番 小山靜子委員、聴き取り調査報告をお願いします。 

 

○小山靜子委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和５年１１月２６日。権利の種類は所有権移転。出し手の理由は労力不足、受け手

の理由は、規模拡大。農地の効率的な利用、農機具の保有状況、労働力はいずれも適当。農業経営の内

容は、露地野菜です。通作距離については約７．５ｋｍ。権利取得することによる周辺の農地の農業上

の利用に影響はない。申請地の状況は、田畑として利用。総合意見としては許可相当で附帯条件はなし。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。その１を許可することに、ご異議ございま

せんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、その１を許可することに決定します。 

  次に、その２を事務局から説明願います。 

 

○事務局長： その２、浅井字下宿２３０、２，１９１㎡、１０年間の賃貸借権設定となります。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員７番 小山靜子委員の聴き取り調査報告をお願いします。 

 

○小山靜子委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和５年１１月１９日。権利の種類は、賃貸権設定。出し手の理由は労力不足、受け

手の理由は相手方要望。農地の効率的な利用、農機具の保有状況、労働力はいずれも適当。農業経営の

内容は、水稲、露地野菜、施設野菜の複合経営となります。通作距離は約０．６ｋｍ。権利取得すること

による周辺の農地の農業上の利用に影響はない。申請地の状況は、田・畑として利用しております。総

合意見としては許可相当で附帯条件はなし。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。その２を許可することに、ご異議ございま
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せんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、その２を許可することに決定します。 

  次に、その３を事務局から説明願います。 

 

○事務局長： その３、矢本字三間堀１５９、１，０２１㎡ 外 計２０筆で２８，２１１㎡、売買による

所有権移転となります。 

 以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員４番 熊谷奨委員の聴き取り調査報告をお願いします。 

 

○熊谷奨委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和５年１１月２２日。権利の種類は、所有権移転。出し手理由は、受け手に借入し

て住宅等を建築したが返済を滞らせていたため、今回売買するもの。受け手の理由は相手方要望。農地

の効率的な利用、農機具の保有状況、労働力はいずれも適当。農業経営の内容は、水稲、施設果物等の

複合経営となります。通作距離は約５．５ｋｍ。権利取得することによる周辺の農地の農業上の利用に

影響はない。申請地の状況は、田・畑として利用しております。総合意見としては許可相当で附帯条件

はなし。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。その３を許可することに、ご異議ございま

せんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、その３を許可することに決定します。 

  次に、その４を事務局から説明願います。 

 

○事務局長： その４、大塩字岩崎２５―１、１８６㎡ 外 計１４筆で８，３１２㎡、贈与による所有

権移転となります。 

 以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員１３番 大崎康委員の聴き取り調査報告をお願いします。 

 

○大崎康委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和５年１１月２６日。権利の種類は、所有権移転。出し手理由は贈与、受け手の理
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由は受贈。農地の効率的な利用、農機具の保有状況、労働力はいずれも適当。農業経営の内容は、水稲、

単一経営となります。通作距離は約０．５～３ｋｍ。権利取得することによる周辺の農地の農業上の利

用に影響はない。申請地の状況は、田・畑として利用しております。総合意見としては許可相当で附帯

条件はなし。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。その４を許可することに、ご異議ございま

せんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、その４を許可することに決定します。 

  次に、日程第６、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について、上

程いたします。その１を事務局より説明願います。 

 

○局長補佐： その１、浜市字樋場１―５７、１，９４１㎡、転用目的は太陽光発電敷地。現在の利用状況

は休耕中。売買による所有権移転です。位置図は１０ページになります。周辺地は内閣府や国土交通省

の土地、あとは民間の太陽光発電敷地に囲まれておりまして、小規模で生産性の低い第２種農地という

ことで宮城県との調整を行っております。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員１０番 安部俊郎委員の聴き取り調査報告をお願いします。 

 

○安部俊郎委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和５年１１月２２日。転用目的は、太陽光発電敷地。転用目的の実現の確実性は適

当、周辺農地の営農条件への支障はない。ただ、他の太陽光発電敷地にも言えることですが、年間２～

３回の草刈り等での管理を実施していくよう意見しております。総合意見としては許可相当で附帯条件

はなし。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その１を許可相当と認めることに、

ご異議ございませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 
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○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その１を許可相当と認め、知事に進達することに決定

いたします。 

 それでは、次に、その２を事務局から説明願います。 

 

○局長補佐： その２、赤井字川前四番４―１、１，８８３㎡、転用目的は現場事務所及び駐車場。現在の

利用状況は休耕中。一時転用期間が１年１か月予定の賃借権設定です。位置図は１１ページになります。

ＪＲ陸前赤井駅から１ｋｍ以内ということで、立地的基準で第２種農地の取り扱いになるということで

宮城県からは許可要件に該当するということで回答をいただいております。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員は私ですので、事務局から聞き取り調査報告をお願いします。 

 

○事務局長： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和５年１１月２２日。転用目的は、道路工事のための現場事務所、駐車場、資材置

場として令和７年１月までの一時転用。転用目的の実現の確実性は適当、周辺農地の営農条件への支障

はない。総合意見としては許可相当で附帯条件はなし。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その２を許可相当と認めることに、

ご異議ございませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その２を許可相当と認め、知事に進達することに決定

いたします。 

 次に、その３を事務局から説明願います。 

 

○局長補佐： その３、大曲字堰北１６７―５、６６８㎡ 外 計３筆で１，３８４㎡、転用目的は、資材

置場。現在の利用状況は休耕中。一時転用期間が４か月予定の使用貸借権設定です。位置図は１２ペー

ジになります。ＪＲ東矢本駅から１ｋｍ以内ということで、立地的基準で第２種農地の取り扱いになる

ということで宮城県からは許可要件に該当するということで回答をいただいております。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員１２番 小岩敏幸委員の聞き取り調査報告をお願いします。 

 

○小岩敏幸委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和５年１１月２２日。転用目的は、資材等を仮置きするための資材置場。転用目的
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の実現の確実性は適当、周辺農地の営農条件への支障はない。総合意見としては許可相当で附帯条件は

なし。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その３を許可相当と認めることに、

ご異議ございませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その３を許可相当と認め、知事に進達することに決定

いたします。 

  次に、その４を事務局から説明願います。 

 

○局長補佐： その４、大塩字天神堂２０―６、１，０２０㎡、転用目的は、太陽光発電敷地。現在の利用

状況は休耕中。売買による所有権移転です。位置図は１３ページになります。山林やため池等に囲まれ

ていて生産性の低い小規模な農地ということで第２種農地の取り扱いになるということで宮城県からは

回答をいただいております。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員１２番 秋本まゆみ委員の聞き取り調査報告をお願いします。 

 

○秋本まゆみ委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和５年１１月２０日。転用目的は、太陽光発電事業敷地。転用目的の実現の確実性

は適当、周辺農地の営農条件への支障はない。総合意見としては許可相当で附帯条件はなし。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その４を許可相当と認めることに、

ご異議ございませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その４を許可相当と認め、知事に進達することに決定

いたします。 

  次に、日程第７、議案第４号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について、
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上程いたします。 

  始めに利用権の賃借権設定について、その１を事務局から説明願います。 

 

○事務局長： その１、矢本字中田２３８―１、８，２６６㎡、借賃は、金納で９９，１９２円、期間につ

いては、令和５年１２月１日から令和１５年１１月３０日までの１０年間となります。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員４番 熊谷奨委員、聴き取り調査の報告をお願いします。 

 

○熊谷奨委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和５年１１月２４日。権利の種類は賃借権設定。出し手理由は、労力不足。受け手

理由は、規模拡大、相手方要望。農業で自立する意欲と能力はあるかは、適当。農地を効率的に利用す

ることができるか、適当。労働力も適当。通作距離は約２㎞。農業経営の内容は、水稲・露地野菜・施設

野菜の複合経営です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その１を承認することに、ご異議ご

ざいませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その１を承認することに決定します。 

  次に、その２を事務局から説明願います。 

 

○事務局長： その２、赤井字南三６５―１、５９９㎡、外 計８筆で６，８６７㎡。借賃は、物納で３３

０㎏。期間については、令和５年１２月１日から令和１５年１１月３０日までの１０年間となります。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員１１番 本田幸男委員が欠席ですので、聴き取り調査の報告を事務局

からお願いします。 

 

○事務局長： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和５年１１月２３日。権利の種類は賃借権設定。出し手理由は、労力不足。受け手

理由は、相手方要望。農業で自立する意欲と能力はあるかは、適当。農地を効率的に利用することがで

きるか、適当。労働力も適当。通作距離は約１㎞。農業経営の内容は、水稲・露地野菜の複合経営です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 
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○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その２を承認することに、ご異議ご

ざいませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その２を承認することに決定します。 

  次に、その３からその１６は再設定となりますので、一括で事務局から説明願います。 

 

○事務局長： その３、矢本字二反走９４、１，０２１㎡、外 計８筆で７，２４９㎡。借賃は、物納で３

２０㎏。期間は、令和５年１２月１日から令和１５年１２月３１日までの１０年間です。 

  その４、矢本字二反走５５、１，０００㎡、外 計２筆で２，０００㎡。借賃は、金納で２４，０００

円。期間は、令和５年１２月１日から令和１５年１１月３０日までの１０年間です。 

  その５、小松字里前２７７、１０，７９１㎡、外 計２筆で１３，７２３㎡。借賃は、金納で１０７，

９１０円。期間は、令和５年１２月１日から令和１５年１１月３０日までの１０年間です。 

  その６、大曲字新田１６５―１、１，０１４㎡。借賃は、物納で６０㎏。期間は、令和５年１２月１日

から令和１０年１１月３０日までの５年間です。 

  その７、大曲字新田１６５―２、１，０１４㎡。借賃は、物納で６０㎏。期間は、令和５年１２月１日

から令和１０年１１月３０日までの５年間です。 

  その８、大曲字新沼１６６―３、５，０３１㎡。借賃は、金納で６０，０００円。期間は、令和５年１

２月１日から令和１０年１１月３０日までの５年間です。 

  その９、赤井字照井中７７―１、３，１６４㎡、外 計２筆で３，７４９㎡。借賃は、物納で１２０

㎏。期間は、令和５年１２月１日から令和１５年１１月３０日までの１０年間です。 

  その１０、赤井字上一番４３、９６７㎡、外 計９筆で１０，４８８㎡。借賃は、物納で６２８㎏。期

間は、令和５年１２月１日から令和１５年１１月３０日までの１０年間です。 

  その１１、赤井字北浦４６１―１、３，９０２㎡、外 計２筆で４，７０３㎡。借賃は、金納で５１，

７００円。期間は、令和５年１２月１日から令和１５年１１月３０日までの１０年間です。 

  その１２、赤井字新南１１１、２，０１０㎡、外 計２筆で４，０２０㎡。借賃は、金納で４４，２０

０円。期間は、令和５年１２月１日から令和１５年１１月３０日までの１０年間です。 

  その１３、赤井字関の内四号１３５―３、７７０㎡、外 計２筆で２，０２２㎡。借賃は、金納で２

０，０００円。期間は、令和５年１２月１日から令和１５年１１月３０日までの１０年間です。 

  その１４、赤井字南三１９８―１、５１９㎡、外 計４筆で２，１８５㎡。借賃は、金納で３０，００

０円。期間は、令和５年１２月１日から令和１５年１１月３０日までの１０年間です。 

  その１５、牛網字新中浮足７６、１，３１１㎡、外 計４筆で５，４７６㎡。借賃は、物納で３２９

㎏。期間は、令和５年１２月１日から令和１２年９月３０日までの７年間です。 

  その１６、小野字新段振８３、１，３７２㎡。借賃は、物納で１２０㎏。期間は、令和５年１２月１日

から令和１５年１１月３０日までの１０年間です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： ただちに質疑に入ります。ご質問ございませんか。 
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○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その３からその１６を承認すること

に、ご異議ございませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その３からその１６を承認することに決定します。 

  次に、所有権移転について、その１を事務局から説明願います。 

 

○事務局長： こちらにつきましても公告日は令和５年１１月３０日となっております。その１、赤井字

上四番１８０、１，０２１㎡、外 計２筆で２，０４２㎡、対価は８００，０００円です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員５番 阿部喜生委員の聴き取り調査の報告をお願いします。 

 

○阿部喜生委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和５年１１月１８日。権利の種類は所有権移転。出し手理由は、規模縮小、体調不

良。受け手理由は、規模拡大、相手方要望。農業で自立する意欲と能力はあるかは、適当。農地を効率的

に利用することができるか、適当。労働力も適当。通作距離は約０．５㎞。支払い方法は自己資金。農業

経営の内容は、水稲、露地野菜、施設野菜の複合経営です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その１を承認することに、ご異議ご

ざいませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その１を承認することに決定します。 

  次に、その２ですが、１２番 小岩敏幸委員にかかる案件ですので、東松島市農業委員会会議規則第

２３条の規定により退席をお願いします。 

 

  （１２番 小岩敏幸委員 退場） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： それでは、その２を事務局から説明願います。 

 

○事務局長：その２、大曲字上納前１９３―１、２，２２８㎡、対価は１，０００，０００円です。 
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  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員３番 佐藤祥委員の聴き取り調査の報告をお願いします。 

 

○佐藤祥委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和５年１１月２２日。権利の種類は所有権移転。出し手理由は、労力不足。受け手

理由は、相手方要望。農業で自立する意欲と能力はあるかは、適当。農地を効率的に利用することがで

きるか、適当。労働力も適当。通作距離は約０．５㎞。支払い方法は自己資金。農業経営の内容は、水

稲、露地野菜、施設野菜の複合経営です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その２を承認することに、ご異議ご

ざいませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その２を承認することに決定します。 

  １２番 小岩敏幸委員は入場願います。 

 

  （１２番 小岩敏幸委員 入場） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 小岩委員に申し上げます。本計画その２は原案のとおり承認されましたのでご

報告いたします。 

  次に、その３を事務局から説明願います。 

 

○事務局長： その３、赤井字北田７―１、５６２㎡、外 計２筆で９２５㎡、対価は４００，０００円で

す。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員１１番 本田委員ですが欠席ですので、事務局より聴き取り調査の報

告をお願いします。 

 

○事務局長： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和５年１１月２３日。権利の種類は所有権移転。出し手理由は、規模縮小。受け手

理由は、規模拡大。農業で自立する意欲と能力はあるかは、適当。農地を効率的に利用することができ

るか、適当。労働力も適当。通作距離は約１㎞。支払い方法は自己資金。農業経営の内容は、水稲の単一

経営です。 

  以上となります。 
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○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その３を承認することに、ご異議ご

ざいませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その３を承認することに決定します。 

  次に、その４を事務局から説明願います。 

 

○事務局長： その４、赤井字北沖３６５―１、４，３３５㎡、対価は１，５３０，０００円です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員１１番 本田委員ですが欠席ですので、事務局より聴き取り調査の報

告をお願いします。 

 

○事務局長： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和５年１１月２３日。権利の種類は所有権移転。出し手理由は、規模縮小。受け手

理由は、規模拡大。農業で自立する意欲と能力はあるかは、適当。農地を効率的に利用することができ

るか、適当。労働力も適当。通作距離は約１㎞。支払い方法は自己資金。農業経営の内容は、水稲、いち

ごの複合経営です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その４を承認することに、ご異議ご

ざいませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その４を承認することに決定します。 

  次に、所有権移転及び利用権の賃借権設定を上程します。その１ですが、１４番 川村勝雄委員にか

かる案件ですので、東松島市農業委員会会議規則第２３条の規定により退席をお願いします。 

 

  （１４番 川村勝雄委員 退場） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： それでは、その１を事務局から説明願います。 
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○事務局長： こちらも公告日については、令和５年１１月３０日となります。その１、矢本字太子前３

４６―２、５，３１０㎡、対価は３，１８６，０００円です。利用権の設定につきましては、申請地は同

じとなり、借賃については、金納で６９，０３０円。期間は令和５年１２月１日から令和１５年１１月

３０日までの１０年間です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員４番 熊谷奨委員より聴き取り調査の報告をお願いします。 

 

○熊谷奨委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和５年１１月２３日。権利の種類は所有権移転。出し手理由は、労力不足、体調不

良。受け手理由は、相手方要望。農業で自立する意欲と能力はあるかは、適当。農地を効率的に利用す

ることができるか、適当。労働力も適当。通作距離は約１㎞。支払い方法は、自己資金。農業経営の内容

は、水稲、露地野菜の複合経営です。受け手の方が現在所属する法人へ賃借権の設定をする次第です。

賃借権設定の受け手理由としては、規模拡大、相手方要望。農業で自立する意欲と能力はあるかは、適

当。農地を効率的に利用することができるか、適当。労働力も適当。通作距離は約１㎞。農業経営の内

容は、水稲、露地野菜、施設野菜の複合経営です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その１を承認することに、ご異議ご

ざいませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その１を承認することに決定します。 

  １４番 川村勝雄委員は入場願います。 

 

  （１４番 川村勝雄委員 入場） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： １４番 川村勝雄委員に申し上げます。本計画その１は原案のとおり承認され

ましたのでご報告いたします。 

 

 【 閉 会 】 

〇議長（佐藤栄宏会長）： 以上で本日付議された議案の審議は全て終了いたしました。 

  これをもちまして、第３０回東松島市農業委員会総会を閉会といたします。 

 

 

午後２時３０分 閉会 

  




